
 

 

ご紹介キャンペーン参加規約 

 

1. 株式会社日本確認検査センター（以下弊社という。）のご紹介キャンペーンへの参加をもって、以下の規約への同意とみなされます。 

2. ご紹介いただく会社様又は事務所様等の数に上限はありません。紹介者様はご紹介いただく前にご紹介いただくお知り合い（以下

被紹介者様という。）の了承を得てください。なお、事前に了承を得ていなかったことに起因するいかなる損失・クレームについても、

弊社は一切責任を負いません。 

3. ご紹介キャンペーンの紹介用紙に被紹介者様の会社又は事務所名等必要事項をご記入いただくことによりキャンペーンへの参加と

いたします。 

4. 被紹介者様は新規もしくは直近（2021年 9月 30日以前）概ね 3年以内に申請がないこととします。 

5. 被紹介者様が設計者・代理者となっている建築確認、省エネ適合判定、住宅性能評価等の申請を弊社が受け付けた場合(相談・事

前申請を除く)に紹介者様には QUO カード 2,000 円分、被紹介者様には QUO カード 1,000 円分を進呈いたします。なお、被紹介

者様への QUOカードの進呈は申請件数に関わらず 1回限りといたします。 

なお、同一の被紹介者様を複数の方が紹介された場合は、先に紹介された紹介者様を対象とします。 

6. 本キャンペーンは 2022 年 3 月 31 日まで紹介者様からご紹介いただいた被紹介者様が設計者・代理者となっている建築確認、省エ

ネ適合判定、住宅性能評価等の申請を 2022年 9月 30日までに弊社が受け付けた場合(事前申請を除く)を対象といたします。 

7. 紹介者様は被紹介者様に申請書類をご提出の際に、紹介された旨及び紹介者様名を弊社担当者へお知らせいただくようお伝えく

ださい。紹介された旨をお伝えいただけない場合当該キャンペーンの対象とならない場合がございます。 

8. 紹介者様への QUO カードの進呈は 3 ヶ月毎の集計結果に基づきお渡しいたします。被紹介者様については確認済証等交付の際

にお渡しいたします。 

9. このキャンペーンの対象になるか否かの最終判断は弊社が行うものといたします。 

10. このキャンペーンは予告なく変更・中断・中止・終了する場合があります。なお、変更・中断・中止・終了により生じた損害について弊

社は一切責任を負いません。 

11. 本キャンペーンにご提供いただいた個人情報は、本キャンペーンの目的以外には使用いたしません。 

2021年 10月 1日  

                株式会社日本確認検査センター 

【ご紹介キャンペーン紹介用紙】 

（紹介者欄）                                                      （記入日）     年    月    日 

会社名又は事務所名  

氏名  

住所  

TEL  E-mail  

（紹介される方） 

会社名又は事務所名  

氏名  

住所  

TEL  E-mail  

（(株)日本確認検査センター使用欄）                                          ※この欄は記入しないでください。 

申請業務 ・建築確認 ・省エネ適判 ・住宅性能評価 ・その他（                 ） 

受付番号  受付年月日    年     月      日 

事務担当者  

受領者欄 紹介者ご署名 受領年月日 被紹介者ご署名 受領年月日 

    

 


